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（
財
政
金
融
委
員
会
）

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
企
業
の
海
外
展
開
を
よ
り
有
効
に
支
援
す
る
た
め
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
（
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
）
に

つ
い
て
、
海
外
に
お
け
る
社
会
資
本
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
係
る
業
務
の
方
法
に
関
す
る
規
制
の
合
理
化
を
行
う
と
と
も

に
、
銀
行
等
か
ら
の
外
国
通
貨
に
よ
る
長
期
借
入
れ
を
可
能
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
更
な
る
リ
ス
ク
・
テ
イ
ク

１

Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
業
務
に
、
期
待
収
益
が
充
分
で
あ
る
が
リ
ス
ク
を
伴
う
海
外
イ
ン
フ
ラ
事
業
向
け
の
貸
付
け
等
を
行
う
特

別
業
務
を
追
加
し
、
一
般
業
務
と
は
区
分
し
て
経
理
す
る
。

２

特
別
業
務
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
財
務
基
盤
を
確
保
の
上
、
収
支
相
償
原
則
（
業
務
に
お
け
る
収
入
が
そ
の
支
出
を
償

う
に
足
り
る
）
を
維
持
し
つ
つ
、
個
別
案
件
ご
と
の
償
還
確
実
性
要
件
（
貸
付
け
等
に
係
る
資
金
の
償
還
等
が
確
実
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
）
を
免
除
す
る
。

二
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
現
地
通
貨
建
て
融
資
の
拡
大
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Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
現
地
通
貨
調
達
方
法
と
し
て
、
銀
行
等
か
ら
の
長
期
借
入
れ
を
解
禁
す
る
こ
と
に
よ
り
、
途
上
国
の
イ

ン
フ
ラ
事
業
で
需
要
が
大
き
い
現
地
通
貨
建
て
融
資
を
拡
大
す
る
。

三
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
支
援
手
法
の
多
様
化

Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
支
援
手
法
と
し
て
、
海
外
イ
ン
フ
ラ
事
業
に
係
る
銀
行
向
け
ツ
ー
・
ス
テ
ッ
プ
・
ロ
ー
ン
や
社
債
等
の

取
得
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
日
系
現
地
法
人
等
の
海
外
に
お
け
る
製
品
の
販
売
支
援
、
国
産
設
備
の
海
外
向
け
の
リ
ー

ス
事
業
支
援
、
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ム
金
融
に
よ
る
支
援
を
可
能
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


